
両院の事務局における文書管理の概要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※両院法制局、国立国会図書館は事務局とは別組織であり、それぞれ文書管理を行っている。 

                                      

日本国憲法施行

前の作成文書 

・日本国憲法 第５７条第２項 
・衆議院規則 第６２条、第２０５条 
・参議院規則 第５７条、第１５９条 
 ⇒会議録は議院（事務局）に保存 

会議録・公報 

会議の運営（立法）及び

調査に関する文書      

 

会議等に関する文書        

保 存            

保存期間満了 

廃棄 

保   存               

保 存            

参議院のみ 

議院行政文書の例により管理 

保存期間延長 

移管 

憲政記念館資料取扱基準（昭和 50 年 12 月 26 日憲政記念館長決定）により管理 

保存／展示／学術研究者への利用提供 

  

議院行政文書 

（事務局文書） 

・衆議院事務局文書取扱規程 
・参議院事務局文書管理規程 

※衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関す 

る事務取扱規程及び参議院事務局の保有する事務局文 

書の開示に関する事務取扱規程の対象 

作成・取得 

保   存              

（30 年/10 年/5 年/3 年/1 年） 

保存期間満了 

保存期間延長 

移管 

衆議院のみ 

廃棄 

衆議院のみ 

憲政記念館 
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